
東広島市告示第２８３号 

 

 東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和７年８月１９日 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化（

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第２条第６項に規定す

る地域の脱炭素化をいう。）のため、脱炭素先行地域内において太陽光発電設備等を購入

し、及び設置しようとする者に対し、補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交

付規則（平成２４年東広島市規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 脱炭素先行地域 鏡山一丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西条下見七丁目

並びに東広島運動公園の区域をいう。 

(2) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２

３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太

陽光を再生可能エネルギー源（同条第３項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第

８条第４号及び別表において同じ。）とするものをいう。 

(3) リチウムイオン蓄電池システム 電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増

加又は減少をさせることができ、及び停電の場合において電気を供給することができる

リチウムイオン蓄電池を用いたシステムをいう。 

(4) エネルギーマネジメントシステム エネルギーの使用状況を計測し、及び評価するこ

とにより、エネルギーの使用の合理化又は最適化を図るための設備をいう。 

(5) 高効率空調設備 エネルギー消費性能等（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネ

ルギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１４９条第１項に規定す

るエネルギー消費性能等をいう。次号及び第７号並びに別表において同じ。）が優れて

いる空調設備をいう。 

(6) 高効率給湯設備 エネルギー消費性能等が優れている給湯設備をいう。 



(7) 高効率照明設備 エネルギー消費性能等が優れている照明設備をいう。 

(8) 太陽光発電設備等 一定の要件に適合する太陽光発電設備、リチウムイオン蓄電池シ

ステム、エネルギーマネジメントシステム、高効率空調設備、高効率給湯設備又は高効

率照明設備をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市は、この告示の定めるところにより、太陽光発電設備等を新たに購入し、及び自

己又は他人の占有する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物をいう。）若しくは当該建築物と同一の敷地（第３項において「建築物

等」という。）又は東広島運動公園の区域に設置する者（共同住宅（その敷地を含む。以

下同じ。）にリチウムイオン蓄電池システム、エネルギーマネジメントシステム、高効率

空調設備又は高効率給湯設備を設置する者にあっては、本市の区域内に設置した太陽光発

電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気を脱炭素先行地域に供給することができる

ものに限る。）に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとす

る。 

２ 補助金の交付の対象となる者（別表において「対象者」という。）、交付の要件、対象

となる経費（同表において「対象経費」という。）及び補助金の額は、同表のとおりとす

る。 

３ 第１項の規定による太陽光発電設備等の購入及び設置が、発電する電気を売買し、又は

他人に賃貸することを目的として、他人の占有する建築物等において行われる場合は、当

該太陽光発電設備等を購入し、又は設置する者は当該建築物等を占有する者に請求する電

気料金又は賃貸料から補助金額相当分を控除しなければならない。 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金交

付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支計画書 

(3) 誓約書 

(4) 太陽光発電設備等の設置に要する費用の内訳が明記されている工事請負契約書、売買

契約書その他これらに準ずる書類の写し 

(5) 太陽光発電設備等の形状、規格等の仕様を説明する書類 

(6) 太陽光発電設備等を設置する場所の図面及び現況を示す写真 

(7) 市税（その延滞金を含む。以下同じ。）の滞納がないことを証する書類 

(8) 太陽光発電設備等を事業所（その敷地を含む。以下同じ。）に設置する場合にあって

は、登記事項証明書の写し、個人事業の開業・廃業等届出書（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２２９条に規定する届出書をいう。）の写しその他当該事業所において



事業が行われていることを確認することができる書類 

(9) 前条第３項に該当する場合にあっては、電気料金又は賃貸料から補助金額相当分が控

除されていることを証する書類 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の条件） 

第５条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成する

ため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。 

(1) 太陽光発電設備等の設置における防災、環境の保全及び景観の保全への配慮並びに地

域住民の理解の確保に関する事項 

(2) 災害その他やむを得ない事由による太陽光発電設備等の撤去及び処分に係る事項 

(3) 太陽光発電設備等により削減した温室効果ガスの排出量、太陽光発電設備等に係る再

生可能エネルギーによる発電量その他の環境への負荷の低減に係る数値の分析に必要な

情報の収集その他市が行う施策を推進するために必要な調査への協力に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認める

事項 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を受けた者（以下「補助事業

者」という。）は、当該交付決定に係る太陽光発電設備等の設置が完了したときは、その

日から起算して３０日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する市の会計年度の

末日のいずれか早い日までに、東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金実績報告書に次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 事業完了報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 交付決定を受けて設置した太陽光発電設備等（以下「補助対象設備」という。）の設

置に係る領収書の写し 

(4) 補助対象設備の設置の現況を示す写真 

(5) 太陽光発電設備を設置する場合にあっては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法に基づくＦＩＴ制度（再生可能エネルギー源を用いて発電された電気

を、国が定める価格で一定の期間電気事業者（同法第２条第４項に規定する電気事業者

をいう。）が買い取ることを義務付ける制度をいう。第８条第４号において同じ。）又

はＦＩＰ制度（再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、当該電気を発

電した者が売買した際に、市場価格に補助額を上乗せした金額を得ることができる制度

をいう。同号において同じ。）の認定を受けていないことを証する書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（管理及び処分の制限） 



第７条 補助事業者は、補助対象設備を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数（次条第３号において「法定耐用年数」とい

う。）が経過する日まで、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項に規定する日まで、補助対象設備を補助金の交付の目的以外の目的

に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじ

め市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を

命ずることができる。 

(1) この告示の規定又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

(2) 偽りの申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

(3) 補助対象設備の設置後、法定耐用年数を経過するまでの間に、Ｊ－クレジット制度（

温室効果ガスの排出の削減量又は吸収量を取引することができるものとして国が認証す

る制度をいう。）への登録をしたとき。 

(4) 補助対象設備について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に

基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認定を受けたとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。 

（雑則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

１ この告示は、令和７年８月１９日から施行する。 

２ この告示の施行の日から令和８年１１月２２日までの間における別表リチウムイオン蓄

電池システムの部一戸建ての住宅の項交付の要件の欄第７号の規定の適用については、同

号中「日本産業規格Ｃ４４１２」とあるのは「日本産業規格Ｃ４４１２又は日本産業規規

格Ｃ４４１２－１若しくはＣ４４１２－２」とする。 

別表（第３条関係） 

設 備 対 象 者 交付の要件 対象経費 補助金の額 

太陽光 共 太陽光発電設備を新たに 次に掲げる要件を 太陽光発電設 対象経費の 

発電設

備 

同

住

宅 

購入し、及び令和６年９

月２７日（以下この表に

おいて「基準日」とい

う。）において脱炭素先

行地域内に所在している

共同住宅に設置する者で

あって、次に掲げる要件

を満たすもの。 

満たす太陽光発電

設備であること。 

 (1) 法令、法令

に 基 づ く 命

令、条例等に

適合したもの

であること。 

 (2) 販売され、

備の設置に係

る本工事費、

附帯工事費そ

の他の太陽光

発電設備の設

置に要する工

事費、機械器

具費、測量及

合計額に３

分の２を乗

じ て 得 た

額 。 た だ

し、太陽光

発電設備を

搭載した屋

根及び柱で



 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該共同住宅に当

該太陽光発電設備を

設置するに当たり、

国又は地方公共団体

から補助金、助成金

その他の金銭の給付

を受けていないこ

と。 

又は提供され

ている商品で

あって、使用

の実績がある

こと。 

 (3) 個人におい

て使用され、

若しくは法人

において事業

の用に供され

たもの又は転

売されたもの

で は な い こ

と。 

 (4) 電気事業法

（昭和３９年

法律第１７０

号）第２条第

１項第５号ロ

に定める接続

供給を行うも

のではないこ

と。 

 (5) 発電した電

力量及び発電

した電気の使

用量を明らか

にする機器が

設置されるも

の で あ る こ

と。ただし、

電気の使用量

に係る情報を

入手し、又は

参照すること

ができる場合

には、使用量

を明らかにす

る機器を設置

することを要

しない。 

 (6) 既存の太陽

光発電設備に

増設されるも

の で な い こ

と。 

 (7) 一の場所に

おいて複数の

太陽光発電設

備が設置され

び試験費、設

備費、業務費

並びに事務費 

構成される

壁のない簡

易的な駐車

施設（以下

この表にお

いて「ソー

ラーカーポ

ート」とい

う。）を設

置する場合

は、２億円

を限度とす

る。 



るものでない

こと。 

 (8) 当該太陽光

発電設備によ

り発電した電

気のうち１０

０分の５０以

上の電気を自

ら消費するも

の で あ る こ 

     と。   

一 太陽光発電設備を新たに 次に掲げる要件を 共同住宅の項 対象経費の 

 戸

建

て

の

住

宅

（

そ

の

敷

地

を

含

む

。

以

下

同

じ

。 

購入し、及び基準日にお

いて脱炭素先行地域内に

所在している一戸建ての

住宅に設置する者であっ

て、次に掲げる要件を満

たすもの。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該一戸建ての住

宅に当該太陽光発電

設備を設置するに当

たり、国又は地方公

共団体から補助金、

助成金その他の金銭

の給付を受けていな

いこと。 

満たす太陽光発電

設備であること。 

 (1) 共同住宅の

項交付の要件

の欄第１号か

ら第７号まで

に掲げる要件

を満たすもの

であること。 

 (2) 当該太陽光

発電設備によ

り発電した電

気のうち１０

０分の３０以

上の電気を自

ら消費するも

の で あ る こ

と。 

対象経費の欄

に定める費用 

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 

 ）     

事 太陽光発電設備を新たに 共同住宅の項交付 共同住宅の項 対象経費の 

 業

所 

購入し、及び基準日にお

いて脱炭素先行地域内に

所在している事業所に設

置する者であって、次に

掲げる要件を満たすも

の。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該事業所に当該

太陽光発電設備を設

置するに当たり、国

又は地方公共団体か

ら補助金、助成金そ

の他の金銭の給付を 

の要件の欄第１号

から第８号までに

掲げる要件を満た

す太陽光発電設備

であること。 

対象経費の欄

に定める費用 

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 

    受けていないこと。    

 東 太陽光発電設備を新たに 次に掲げる要件を 共同住宅の項 対象経費の 



 広

島

運

動

公

園 

購入し、及び東広島運動

公園の区域に設置する者

であって、次に掲げる要

件を満たすもの。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 東広島運動公園の

区域に当該太陽光発

電設備を設置するに

当たり、国又は地方

公共団体から補助

金、助成金その他の

金銭の給付を受けて

いないこと。 

満たす太陽光発電

設備であること。 

 (1) 共同住宅の

項交付の要件

の欄第１号か

ら第７号まで

に掲げる要件

を満たすもの

であること。 

 (2) 当該太陽光

発電設備によ

り発電した電

気のうち１０

０分の５０以

上の電気を自

ら消費するも

の で あ る こ

と。ただし、

太陽光発電設

備により発電

した電気を、

電力系統を用

いて脱炭素先

行地域内に供

給する場合は

この限りでな 

対象経費の欄

に定める費用 

合計額に３

分の２を乗

じ て 得 た

額 。 た だ

し、ソーラ

ーカーポー

トを設置す

る場合は２

億円を限度

とする。 

     い。   

リチウ 共 リチウムイオン蓄電池シ 次に掲げる要件を リチウムイオ 対象経費の 

ムイオ

ン蓄電

池シス

テム 

同

住

宅 

ステムを新たに購入し、

及び基準日において脱炭

素先行地域内に所在して

いる共同住宅に設置する

者であって、次に掲げる

要件を満たすもの。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該共同住宅に当

該リチウムイオン蓄

電池システムを設置

するに当たり、国又

は地方公共団体から

補助金、助成金その

他の金銭の給付を受

けていないこと。 

満たすリチウムイ

オン蓄電池システ

ムであること。 

 (1) 太陽光発電

設備の部共同

住宅の項交付

の要件の欄第

１号から第３

号までに掲げ

る要件を満た

すものである

こと。 

 (2) リチウムイ

オン蓄電池の

容量が２０キ

ロワット時以

上のものであ

ること。 

 (3) 東広島市火

災予防条例（

平成１６年東

広島市条例第

ン蓄電池シス

テムの設置に

係 る 本 工 事

費、附帯工事

費その他のリ

チウムイオン

蓄電池システ

ムの設置に要

する工事費、

機械器具費、

測量及び試験

費、設備費、

業務費並びに

事務費 

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 



３５号）第２

２条に規定す

る基準に適合

するものであ

ること。 

 (4) 日本産業規

格（産業標準

化法（昭和２

４年法律第１

８５号）第２

０条第１項の

日本産業規格

をいう。以下

この表におい

て同じ。）Ｃ

８７１５－２

若しくは国際

電気標準会議

が定めた規格

６２６１９に

適合し、又は

これらと同等

以上の類焼に

対する安全性

を有している

ものであるこ

と。 

 (5) 充放電効率

（リチウムイ

オン蓄電池が

放電すること

ができる最大

の電力量を当

該リチウムイ

オン蓄電池が

充電すること

ができる最大

の電力量で除

し た 値 を い

う。）が１０

０分の８０以

上のものであ

ること。 

 (6) 蓄電した電

気が当該リチ

ウムイオン蓄

電池システム

を設置した敷

地内で消費さ 

     れること。   



一 リチウムイオン蓄電池シ 次に掲げる要件を 共同住宅の項 対象経費の 

 戸

建

て

の

住

宅 

ステムを新たに購入し、

及び基準日において脱炭

素先行地域内に所在して

いる一戸建ての住宅に設

置する者であって、次に

掲げる要件を満たすも

の。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該一戸建ての住

宅に当該リチウムイ

オン蓄電池システム

を設置するに当た

り、国又は地方公共

団体から補助金、助

成金その他の金銭の

給付を受けていない

こと。 

満たすリチウムイ

オン蓄電池システ

ムであること。 

 (1) 太陽光発電

設備の部共同

住宅の項交付

の要件の欄第

１号から第３

号までに掲げ

る要件を満た

すものである

こと。 

 (2) 太陽光発電

設備によって

発電した電気

を充電するこ

とができ、か

つ、平時にお

いて電気の充

電と放電とを

繰り返し行う

ものであるこ

と。 

 (3) 停電した場

合にのみ電気

を供給するも

の で な い こ

と。 

 (4) 蓄電池、パ

ワーコンディ

ショナーその

他の電力を変

換する機器を

含む部品から

構成され、こ

れらを一つの

商品として取

り扱うもので

あること。 

 (5) 製造業者が

指定する未使

用の状態にあ

る蓄電システ

ムの放電時に

供給すること

ができる交流

側の出力容量

（使用者が独

自に指定でき

対象経費の欄

に定める費用 

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 



ない領域を除

く。）が１.

０キロワット

時以上かつ蓄

電 容 量 が １

７.７６キロ

ワット時未満

のものである

こと。 

 (6) 蓄電池部の

安全基準につ

いて、日本産

業規格Ｃ８７

１５－２又は

国際電気標準

会議が定めた

規格６２６１

９に適合する

ものであるこ

と。 

 (7) 蓄電システ

ム部の安全基

準について、

日本産業規格

Ｃ４４１２に

適合するもの

であること。 

 (8) リチウムイ

オン蓄電池の

容量が１０キ

ロワット時未

満の場合は、

当該リチウム

イオン蓄電池

が第三者認証

機関（電気用

品安全法（昭

和３６年法律

第２３４号）

第９条第１項

に規定する経

済産業大臣の

登録及び国際

電気標準会議

の電気機器・

部品適合性試

験認証制度に

基づく認証機

関の登録を受

け た 者 に 限



る。）による

蓄電システム

の震災対策基

準の製品審査

に合格したも

の で あ る こ

と。 

 (9) リチウムイ

オン蓄電池シ

ステムの製造

業者の保証期

間及びサイク

ル試験（電気

の充電と放電

を繰り返し行

い、耐久性能

を評価する試

験をいう。）

による性能年

数がいずれも

１０年以上の

ものであるこ 

   と。   

エネル 共 エネルギーマネジメント 太陽光発電設備の エネルギーマ 対象経費の 

ギーマ

ネジメ

ントシ

ステム 

同

住

宅 

システムを新たに購入

し、及び基準日において

脱炭素先行地域内に所在

している共同住宅に設置

する者であって、次に掲

げる要件を満たすもの。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該共同住宅に当

該エネルギーマネジ

メントシステムを設

置するに当たり、国

又は地方公共団体か

ら補助金、助成金そ

の他の金銭の給付を

受けていないこと。 

部共同住宅の項交

付の要件の欄第１

号から第３号まで

に掲げる要件を満

たすエネルギーマ

ネジメントシステ

ムであること。 

ネジメントシ

ステムの設置

に係る本工事

費、附帯工事

費その他のエ

ネルギーマネ

ジメントシス

テムの設置に

要 す る 工 事

費、機械器具

費、測量及び

試験費、設備

費（ソフトウ

ェアに係る費

用 を 含

む。）、業務

費並びに事務 

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 

    費  

高効率 共 高効率空調設備を新たに 次に掲げる要件を 高効率空調設 対象経費の 

空調設

備 

同

住

宅 

購入し、及び基準日にお

いて脱炭素先行地域内に

所在している共同住宅に

設置する者であって、次

に掲げる要件を満たすも

の。 

 (1) 市税の滞納がない

満たす高効率空調

設備であること。 

 (1) 太陽光発電

設備の部共同

住宅の項交付

の要件の欄第

１号から第３

備の設置に係

る本工事費、

附帯工事費そ

の他の高効率

空調設備の設

置に要する工

事費、機械器

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 



こと。 

 (2) 当該共同住宅に当

該高効率空調設備を

設置するに当たり、

国又は地方公共団体

から補助金、助成金

その他の金銭の給付

を受けていないこ

と。 

号までに掲げ

る要件を満た

すものである

こと。 

 (2) 当該高効率

空調設備の使

用により想定

される年間の

消費電力量を

賄うことがで

きる太陽光発

電設備と接続

するものであ

ること。ただ

し、太陽光発

電設備が設置

できない場合

又は消費する

ことが想定さ

れる電力量に

対して当該太

陽光発電設備

の発電量が不

足する場合に

あっては、再

生可能エネル

ギー源に由来

する二酸化炭

素の排出量の

抑制に関する

付加価値若し

くは温室効果

ガスの排出の

削減量若しく

は吸収量又は

再生可能エネ

ルギー源のみ

に由来すると

みなされる電

力（以下この

表において「

再エネ付加価

値 等 」 と い

う。）を購入

することで、

その不足分に

充てることが

できる。 

 (3) エネルギー

消費性能等の

具費、測量及

び試験費、設

備費、業務費

並びに事務費 



向上により、

エネルギーの

使用に伴って

発生する二酸

化炭素の排出

量について、

従前の二酸化

炭素の排出量

から１００分

の３０以上の

二酸化炭素の

排出量が抑制

されるもので 

     あること。   

 事 高効率空調設備を新たに 次に掲げる要件を 共同住宅の項 対象経費の 

 業

所 

購入し、及び基準日にお

いて脱炭素先行地域内に

所在している事業所に設

置する者であって、次に

掲げる要件を満たすも

の。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該事業所に当該

高効率空調設備を設

置するに当たり、国

又は地方公共団体か

ら補助金、助成金そ

の他の金銭の給付を

受けていないこと。 

満たす高効率空調

設備であること。 

 (1) 共同住宅の

項交付の要件

の欄第１号及

び第２号に掲

げる要件を満

たすものであ

ること。 

 (2) エネルギー

消費性能等の

向上により、

エネルギーの

使用に伴って

発生する二酸

化炭素の排出

量について、

従前の二酸化

炭素の排出量

に比して二酸

化炭素の排出

量が抑制され

るものである 

対象経費の欄

に定める費用 

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 

     こと。   

高効率 共 高効率給湯設備を新たに 次に掲げる要件を 高効率給湯設 対象経費の 

給湯設

備 

同

住

宅 

購入し、及び基準日にお

いて脱炭素先行地域内に

所在している共同住宅に

設置する者であって、次

に掲げる要件を満たすも

の。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該共同住宅に当

該高効率給湯設備を

満たす高効率給湯

設備であること。 

 (1) 太陽光発電

設備の部共同

住宅の項交付

の要件の欄第

１号から第３

号までに掲げ

る要件を満た

すものである

備の設置に係

る本工事費、

附帯工事費そ

の他の高効率

給湯設備の設

置に要する工

事費、機械器

具費、測量及

び試験費、設

備費、業務費

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 



設置するに当たり、

国又は地方公共団体

から補助金、助成金

その他の金銭の給付

を受けていないこ

と。 

こと。 

 (2) 当該高効率

給湯設備の使

用により想定

される年間の

消費電力量を

賄うことがで

きる太陽光発

電設備と接続

するものであ

ること。ただ

し、太陽光発

電設備が設置

できない場合

又は消費する

ことが想定さ

れる電力量に

対して当該太

陽光発電設備

の発電量が不

足する場合に

あっては、再

エネ付加価値

等を購入する

ことで、その

不足分に充て

ることができ

る。 

 (3) エネルギー

消費性能等の

向上により、

エネルギーの

使用に伴って

発生する二酸

化炭素の排出

量について、

従前の二酸化

炭素の排出量

から１００分

の３０以上の

二酸化炭素の

排出量が抑制

されるもので 

並びに事務費 

     あること。   

高効率 事 高効率照明設備を新たに 次に掲げる要件を 高効率照明設 対象経費の 

照明設

備 

業

所 

購入し、及び基準日にお

いて脱炭素先行地域内に

所在している事業所に設

置する者であって、次に

掲げる要件を満たすも

満たす高効率照明

設備であること。 

 (1) 太陽光発電

設備の部共同

住宅の項交付

備の設置に係

る本工事費、

附帯工事費そ

の他の高効率

照明設備の設

合計額に３

分の２を乗

じて得た額 



の。 

 (1) 市税の滞納がない

こと。 

 (2) 当該事業所に当該

高効率照明設備を設

置するに当たり、国

又は地方公共団体か

ら補助金、助成金そ

の他の金銭の給付を

受けていないこと。 

の要件の欄第

１号から第３

号までに掲げ

る要件を満た

すものである

こと。 

 (2) 当該高効率

照明設備の使

用により想定

される年間の

消費電力量を

賄うことがで

きる太陽光発

電設備と接続

するものであ

ること。ただ

し、太陽光発

電設備が設置

できない場合

又は消費する

ことが想定さ

れる電力量に

対して当該太

陽光発電設備

の発電量が不

足する場合に

あっては、再

エネ付加価値

等を購入する

ことで、その

不足分に充て

ることができ

る。 

 (3) 調光に係る

制御機能を有

する発光ダイ

オード（ＬＥ

Ｄ）機器であ

ること。ただ

し、太陽光発

電設備及びそ

の附属設備と

一体となった

照明設備（屋

外に設置する

も の に 限

る。）にあっ

ては、この限 

置に要する工

事費、機械器

具費、測量及

び試験費、設

備費、業務費

並びに事務費 

     りでない。   

 


